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◇大和高田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、引

用する条について所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

（１） 引用する法律に第２６条（第１９条第８号の規定による特定個人情報の提供）が新設された

ことに伴い、所要の整備を行います。（第２条関係） 

（２） 引用する法律の条ずれが生じたため、所要の整備を行います。（第２６条関係） 

（３） 引用する法律において、第１９条第８号（条例で定める独自利用事務の情報連携）が追加さ

れたことに伴い、情報提供等記録の提出先への通知の規定に「条例事務関係情報照会者若しく

は条例事務関係情報提供者」を追加します。（第２８条の２関係） 

３ 施行期日 

平成２９年５月３０日 

 

◇職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例 

１ 改正の理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、育児を行う職員の育児休業等の対象とな

る子の範囲を拡大するとともに、介護を行う職員が介護のため１日の勤務時間の一部を勤務しない

こととできるようにする等の所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

次に掲げる条例について所要の改正を行います。 

（１） 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

    ・育児休業等の対象となる子の範囲を見直します。（第８条の２関係） 

    ・介護のための所定外労働の免除義務の所要の改正を行います。（第８条の３関係） 

    ・その他所要の整備を行います。 

（２） 大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正（第２条関係） 

    ・育児休業をすることができない非常勤職員の条件を改めます。（第２条関係） 

    ・育児休業法第２条第１項の条例で定める者を規定します。（第２条の２関係） 

    ・育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情を規定します。（第３条関

係） 

    ・育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児短時間勤務

をすることができる特別な事情を規定します。（第１１条関係） 

    ・「介護時間」を承認されている職員に対する部分休業の承認については、１日につき２

時間から当該介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものと規定します。（第２０条

関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

 

公布された条例のあらまし 
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◇大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

次に掲げる条例について所要の改正を行います。 

（１） 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（第１条関係） 

・個人住民税における住宅ローン減税措置について、適用期限を平成３３年１２月３１日

まで２年半延長します。（附則第７条の３の２関係） 

・軽自動車税におけるグリーン化特例の延長を実施します。現行の特例措置について適用

期限を１年間延長します。（附則第１６条関係） 

＜現行＞（Ｈ２７.４．１～Ｈ２８.３．３１ までに下記の対象の軽自動車を購入された方） 

軽減率 対象車 

７５％軽減 電気自動車等 

５０％軽減 Ｈ３２年度燃費基準＋２０％達成 

２５％軽減 Ｈ３２年度燃費基準達成 

＜改正案＞上記の特例がＨ２８.４．１～Ｈ２９．３．３１ 購入分にも適用されます。 

※現行の軽自動車税は、平成３１年１０月１日の環境性能割の創設に伴い、軽自動車税種

別割に名称変更されます。 

（２） 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（第２条関係） 

・平成３１年１０月１日の消費税率（国・地方）１０％への引上げ時に、自動車取得税を

廃止し、登録車及び軽自動車にそれぞれ環境性能割を創設します。新車・中古車を問わず

対象となり、税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定し、非課税、１％、２％、３％の

４段階を基本とします。（※軽自動車の税率は、当分の間、２％を上限）（第３４条及び第

３５条関係） 

※ 税率を決定する燃費基準値達成等については、技術開発の動向や地方財政への影響

等を踏まえ、２年ごとに見直しを行う予定をしています。 

     ・軽自動車税環境性能割は、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行い、自動車税環境性能

割については、税収の一定の割合を市町村へ交付する制度を設けます。（第９条、第７４条

から第７５条の８まで及び附則第１５条の３から第１５条の７まで関係） 

自家用 

本則の税率（軽自動車） 適用税率（軽自動車） 対象車 

非課税 非課税 
電気自動車等 

Ｈ３２燃費基準＋１０％達成 

１．０％ １．０％ Ｈ３２燃費基準達成 

２．０％ ２．０％ Ｈ２７燃費基準＋１０％達成 

３．０％ ２．０％ 上記以外の車 

営業用 
本則の税率 

（軽自動車） 

適用税率 

（軽自動車） 

対象車 

対象車 排出ガス要件 燃費要件 

  
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス車（ポスト新 

長期規制からＮＯｘ１０％低減） 

非課税 非課税 

ディーゼルハイブ

リット車及びディ

ーゼル車 

Ｈ２８規制適合 Ｈ２７燃費基準＋１０％達成 

ポスト新長期規制ＮＯｘ・ＰＭ

１０％低減 
Ｈ２７燃費基準＋１０％達成 

ポスト新長期規制適合 Ｈ２７燃費基準＋１５％達成 

１．０％ ０．５％ 

Ｈ２８規制適合 Ｈ２７燃費基準＋５％達成 

ポスト新長期規制ＮＯｘ・ＰＭ

１０％低減 
Ｈ２７燃費基準＋５％達成 

ポスト新長期規制適合 Ｈ２７燃費基準＋１０％達成 

２．０％ ２．０％ 
Ｈ２８規制適合 Ｈ２７燃費基準達成 

ポスト新長期規制ＮＯｘ・ＰＭ Ｈ２７燃費基準達成 
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１０％低減 

ポスト新長期規制適合 Ｈ２７燃費基準＋５％達成 

３．０％ ２．０％ 上記以外の車 

・現行の軽自動車税について、平成３１年１０月１日の環境性能割の導入に伴い、軽自動

車税種別割に名称変更します。（第７条の２、第７６条から第８３条まで及び附則第１６条

関係） 

・法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、その分、国税である地方法人税の税率が引

き上げられます。なお、この税率が適用されるのは平成３１年１０月１日以後の開始事業

年度からです。これらの税率の変更はセットで行われ、トータルの税率には基本的には影

響しません。（第２１条関係） 

  

  

現行 改正案 
増減 

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 

道府県民税法人税割 ３．２％ ４．２％ １．０％ ２．０％ ▼２．２％ 

市町村民税法人税割 ９．７％ １２．１％ ６．０％ ８．４％ ▲３．７％ 

法人住民税法人税割計 １２．９％ １６．３％ ７．０％ １０．４％ ▲５．９％ 

地方法人税 ４．４％ １０．３％ ５．９％ 

合計 １７．３％ ２０．７％ １７．３％ ２０．７％ ０．０％ 

・健康の維持増進や疾病の予防への取組として検診や予防接種などを受けている人が、平

成２９年１月１日～平成３３年１２月３１日までの間に、スイッチＯＴＣ医薬品（※１）

の購入費用が年間１２，０００円を超えた場合には、その購入費用（年間１００，０００

円を限度）のうち１２，０００円を超える額を所得控除する特例を創設します。この特例

は現行の医療費控除との併用はできません。（附則第６条関係） 

（３） 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（第３条関係） 

・軽自動車税について、平成３１年１０月１日環境性能割の導入に伴い、軽自動車税種別

割に名称変更します。（附則第５条関係） 

（４） 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（第４条関係） 

・平成３１年１０月１日の消費税率（国・地方）１０％への引上げ時に、自動車取得税を

廃止し、登録車及び軽自動車にそれぞれ環境性能割を創設します。（附則第６条関係） 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日 

平成３０年１月１日 

平成３１年１０月１日 

公布の日 

 

◇大和高田市歯と口腔の健康づくり推進条例【健康増進課】 

１ 理由 

歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に係る基

本理念を定め、その理念に即した基本的事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

２ 内容 

市民の歯と口腔の健康づくりの推進に係る基本理念を定め、その理念に即した基本的事項等を規

定します。 

３ 施行期日 

公布の日 

 

◇大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 



平成２９年４月１０日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第３３９号 

 5 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）の施行以後、煩雑となっ

ている事務処理の効率化を図るため、また、当該就学支援金の支給資格認定申請者等に対応する事

務手続について明記するため、規定の内容を見直すものです。 

２ 改正の内容 

 （１） 授業料の額を年額から月額の表示に変更します。（第２条関係） 

（２） 授業料を学期ごとの徴収から３月単位（全４期）の期別に改めます。（第２条及び第３条

関係） 

（３） 在学期間中に住所の異動があった場合の判定に係るみなし規定を置きます。（第２条関

係） 

（４） 期別ごとの納期限を明記し、また、中途者の授業料徴収についての規定を置きます。（第

３条関係） 

（５） 授業料を前納することができるとする規定を置きます。（第３条関係） 

（６） 高等学校等就学支援金の受給資格の認定申請者及び保護者等の収入状況に関する事項の

届出者に係る授業料の徴収猶予について明記します。（第３条関係） 

（７） 第２条の前の第２条及び第３条に係る共通見出しを削り、それぞれの条に見出しを付け

ます。（第２条及び第３条関係） 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日 
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条例第１号 

 大和高田市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

大和高田市個人情報保護条例（平成１３年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条において準用する場合を含む。）」

を加える。 

 第２６条第１項中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

 第２８条の２中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第８号に規定す

る条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。 

   附 則 

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。 

 

条例第２号 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例 

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の２第１項各号列記以外の部分中「規則で定めるところ」を「規則の定めるところ」に、

「子」を「子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４

第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。）」に改め、同条第２項中「日常生活を

営むのに支障がある者」を「要介護者」に、「規則で定めるところ」を「規則の定めるところ」に、

「子」を「子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４

第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。）」に、「日常生活を営むのに支障があ

る者（以下「要介護者」という。）」を「要介護者」に改める。 

  第８条の３第２項及び第３項中「規則で定めるところ」を「規則の定めるところ」に改め、同条

第４項中「第１項及び前項」を「前３項」に、「日常生活を営むのに支障がある者」を「要介護者」

に、「あるのは「第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下この項におい

て「要介護者」という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深

条 例 
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夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、

前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」

を「あり、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」

とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは、「第１５条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則の定め

るところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１

０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」」

に改める。 

 （大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第３号ア（イ）を次のように改める。 

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６か月に達する日（第２条の３第３号において「１歳６か月到達日」という。）までに、そ

の任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に

引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員 

  第２条第３号イ中「次条第３号」を「第２条の３第３号」に、「養育する子の１歳到達日」を「養

育する子が１歳に達する日（以下、この号及び同条において「１歳到達日」という。）」に改める。 

  第２条の３を第２条の４とする。 

第２条の２第３号中「当該子が１歳６か月に達する日」を「当該子の１歳６か月到達日」に改め、

同条を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和２２年法  律第１

６４号）第６条の４第２項に規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法第２７条第４

項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第１項に規定する里親で

あって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することがで

きない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

  第３条第１号を次のように改める。 

  （１） 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休

業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当するこ

ととなったこと。 

   ア 死亡した場合 

   イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

  第３条中第７号を第８号とし、同条第６号中「第２条の２第３号」を「第２条の３第３号」に改

め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の

承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなっ

たこと。 

   ア 前号ア又はイに掲げる場合 

   イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判

事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が

成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合 
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  第１１条第１号を次のように改める。 

（１） 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同

じ。）をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務

の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第３条第１号ア又はイに掲げる

場合に該当することとなったこと。 

  第１１条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の

１号を加える。 

（２） 育児短時間勤務をしている職員が、第１４条第１号に掲げる事由に該当したことにより

当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第３条第２号ア

又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。 

第２０条第２項中「を承認されている」を「又は勤務時間等条例第１５条の２第１項の規定によ

る介護時間の承認を受けて勤務しない」に改め、「当該育児時間」の次に「又は当該介護時間の承

認を受けて勤務しない時間」を加え、同条第３項中「が育児時間を承認されている」を「が育児時

間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第

７６号）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護をするため

の時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しない」に改め、「当該育

児時間を承認されている」を「当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務し

ない」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 平成２９年１月１日から同年３月３１日までの間においては、第１条の規定による改正後の職員

の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の２第１項中「第２号に規定する養子縁組里親である職員

に委託されている児童」とあるのは、「第１項に規定する里親である職員に委託されている児童の

うち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。 

 

条例第３号 

大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平成３１年」を「平成

３３年」に改める。 

附則第１６条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第７６条第２号アの

項中「第７６条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項中「規定する」を「掲げる」に、「平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３

１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」

の次に「同条の」を加え、同項の表第７６条第２号アの項中「第７６条第２号ア」を「第２号ア」

に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」

を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第７６条

第２号アの項中「第７６条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第４項中「規定する」を「掲げ
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る」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左

欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第７６条第２号アの項中「第７６条第２号ア」を

「第２号ア」に改める。 

第２条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

第７条の２中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第９条中「第５９条」の次に「、第７５条の６第１項」を加え、同条第２号及び第３号中「第９

０条第１項」を「第７５条の６第１項の申告書、第９０条第１項」に改める。 

第２１条中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

第７４条第１項及び第２項を次のように改める。 

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割に

よって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定する者を含まな

いものとする。 

第７４条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によって軽自動車税」を

「により種別割」に、「ものであるときは」を「者である場合には、第１項の規定にかかわらず」

に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。 

第７４条の２を削る。 

第７５条を次のように改める。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第７５条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、

新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第

２条第５項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪

以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を

受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場

合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行地内

に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第７５条の次に次の７条を加える 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第７５条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの

で、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第７５条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額とし

て施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 
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第７５条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各

号に定める率とする。 

（１） 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

るもの １００分の１ 

（２） 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

るもの １００分の２ 

（３） 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第７５条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第７５条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動車

の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式による申告書を市

長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第４５４条第１項各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式による報

告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第７５条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について

正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円以下の過料を

科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日

から１０日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第７５条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第８２条第１項各号に掲

げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を

減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で

定める。 

第７６条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税の税率は、次の各

号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」

に改め、同条第２号を次のように改める。 

（２） 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

（ア） ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

（イ） ３輪のもの 年額 ３，９００円 

（ウ） ４輪以上のもの 

i 乗用のもの 

営業用 年額 ６，９００円 

自家用 年額 １０，８００円 

ii 貨物用のもの 

営業用 年額 ３，８００円 

自家用 年額 ５，０００円 

イ 小型特殊自動車 

（ア） 農耕作業用のもの 年額 ２,４００円 
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（イ） その他のもの 年額 ５,９００円 

第７７条（見出しを含む。）、第７７条の３（見出しを含む。）及び第７８条（見出しを含む。）

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第７９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動車税」を「種別

割」に、「二輪」を「２輪」に、「規則で定める様式」を「施行規則第３３号の４の２様式」に改

め、同条第２項及び第３項中「二輪」を「２輪」に、「規則で定める様式」を「施行規則第３３号

の４の２様式」に改め、同条第４項中「第７４条第２項」を「第７５条第１項」に改める。 

第８０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第７４条第２項」を「第

７５条第１項」に改める。 

第８１条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「ものと認める」を削り、

「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、

「ことができる」を削り、同条第２項及び第３項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「掲げる軽自動車等」の

次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」

を削り、同項第１号中「のうち、市長が必要と認めるもの」を削り、同条第２項中「軽自動車税」

を「種別割」に改め、同条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第８１条第２項各号」を「前

条第２項各号」に改め、同条第４項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第８３条第２項中「第４４３条」を「第４４５条」に、「第７４条の２」を「第７５条の２」に、

「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

附則第６条を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

 第６条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第１９条の規定による控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるの

は「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 

附則第１５条の２の次に次の６条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわら

ず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例） 

第１５条の３の２ 市長は、当分の間、第75条の２の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境

性能割の納税義務を免除する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車に

対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１５条の４ 市長は、当分の間、第７５条の８の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性

能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自

動車税の環境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の５ 第７５条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とある

のは、「県知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の６ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費

用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県

に交付する。 
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（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第７５条の４の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第７５条の４（第３号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」とする。 

附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１項中「初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」に改め、

「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）i ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）ii ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

附則第１６条第２項から第４項までを削る。 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第５条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第７６条及び新条例」を「大

和高田市税賦課徴収条例第７６条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同

条の表を次のように改める。 

第７６条第２号ア（イ） ３，９００円 ３，１００円 

第７６条第２号ア（ウ）i ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第７６条第２号ア（ウ）ii ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１項 第７６条 大和高田市税賦課徴収条例

の一部を改正する条例（平

成２６年条例第１４号。以

下この条において「平成２

６年改正条例」という。）附

則第５条の規定により読み

替えて適用される第７６条 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第７６条第２

号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（ウ）iの項 

第２号ア（ウ）i 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第７６条第２

号ア（ウ）i 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（ウ）iiの項 

第２号ア（ウ）ii 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え
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て適用される第７６条第２

号ア（ウ）ii 

 ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

（大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第６条第７項の表第９条第３号の項中「第９０条第１項」を「第７５条の６第１項の申告書、

第９０条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中大和高田市税賦課徴収条例附則第７条の３の２第１項の改正規定 公布の日 

（２） 第２条中大和高田市税賦課徴収条例附則第６条の改正規定 平成３０年１月１日 

（３） 第２条から第４条までの規定（前号の改正規定を除く。）並びに次条及び附則第４条の規

定 平成３１年１０月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（附則第４条において「３１年新条

例」という。）第２１条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分

の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に

開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例附則第１６条の規定は、平成２９年

度分の軽自動車税について適用する。 

第４条 ３１年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１条第３号に掲げる

規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に

ついて適用する。 

２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

 

条例第４号 

 大和高田市歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市歯と口腔の健康づくり推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進について基本理念を定め、市の責務並びに

市民、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者、事業者及び保険者の役割を明らかにするととも

に、市の施策の基本的な事項を定めることにより市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
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（１） 保健医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療及び歯と口腔の健

康に係る保健指導の業務に携わる者並びに医師、薬剤師、看護師、栄養士等をいう。 

（２） 福祉関係者 福祉に関する業務に関係する機関、団体及び当該業務に従事する者をいう。 

（３） 教育関係者 教育に関する業務に関係する機関、団体及び当該業務に従事する者をいう。 

（４） 事業者 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第２条第１項第３号に規定する事業

者をいう。 

（５） 保険者 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２項に規

定する保険者をいう。 

（基本理念） 

第３条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければな

らない。 

（１） 市民一人一人が歯と口腔の健康づくりの重要性を理解し、生涯を通じて自らこれに取り組

むとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

（２） 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾

患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。 

（３） 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携を図りつつ、その関係者の

協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯と口腔の健康づ

くりの推進に関し、保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り

つつ、本市の実情に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、

及び実施するものとする。 

（保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者の役割） 

第５条 保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するよ

う努めるとともに、市が実施する市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する活動との連携及び協

力に努めるものとする。 

２ 保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者は、市民の生活習慣の教育及び食育の推進に努める

ものとする。 

（事業者及び保険者の役割） 

第６条 事業者は、市内の事業所において雇用する従業員の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口

腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

２ 保険者は、市内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取

組を推進するよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第７条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活におい

て自ら歯科疾患の予防に取り組み、必要に応じて歯科に係る検診及び歯科保健指導を適切に受診す

ることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

（基本的施策） 

第８条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための基本となる施策として、次に掲げる事

項を実施するものとする。 

（１） 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの年齢階層の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関

すること。 

（２） 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに関係者との連絡体制の構築に関

すること。 

（３） 障害者、介護を必要とする者等の歯と口腔の健康づくりの支援に関すること。 
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（４） 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。 

（５） 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市民の歯と口腔の健康づくりの推進のために必要と認める施

策の推進に関すること。 

（いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり推進週間） 

第９条 市民の歯と口腔の健康づくりに関する関心と理解を深めるとともに、市民の歯と口腔の健康

づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、「いい歯の日」及び「歯と口腔の健康づくり

推進週間」を定めるものとする。 

２ 「いい歯の日」は１１月８日とし、「歯と口腔の健康づくり推進週間」は同日から同月１４日まで

の期間とする。 

（歯と口腔の健康づくりに関する計画） 

第１０条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口

腔の健康づくりに関する計画を定めるものとする。 

 （歯と口腔の健康づくりに関する実態把握） 

第１１条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的

に市民の歯と口腔の健康づくりに関する実態の把握を行うものとする。 

（財政上の措置） 

第１２条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第５号 

 大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例（昭和２９年条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の前の見出しを「（授業料の額）」に改め、同条第１項中「授業料は」を「授業料の額は」に、

「とおりとし、次条に定める学期ごとに当該学期分の授業料をそれぞれ徴収」を「各号に掲げる生徒

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと」に改め、同項第１号中「年額 １０８，０００円」を「月

額 ９，０００円」に改め、同項第２号中「年額 １１８，８００円」を「月額 ９，９００円」に

改め、同条第２項中「学年の」及び「この条において」を削り、同項中「その者が当該学年中におい

て現に在学した月数に応じて前項各号に規定する授業料の年額を月割計算した金額」を「当該入学等

した月分の授業料を算入するもの」に改め、同条第３項中「就学日数が」を「入学等した日の属する

月の日数が当該」に改め、同条に次の１項を追加する。 

４ 在学期間中に住所の異動があった場合は、当該異動があった日の属する月の翌月から市内の在住

者又は市外の在住者となったものとみなす。 

第３条を次のように改める。 

（授業料の徴収） 

第３条 前条第１項の授業料は年４期に分割し、次の表の左欄に掲げる月分を同年の同表右欄に掲げ

る日までに徴収するものとする。ただし、右欄に掲げる日が民法（明治２９年法律第８９号）第１

４２条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とみなす。 

期  別 納 期 限 
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第１期（４月分から６月分まで） ４月３０日 

第２期（７月分から９月分まで） ７月３１日 

第３期（１０月分から１２月分まで） １０月３１日 

第４期（１月分から３月分まで） １月３１日 

２ 授業料は、前納することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、中途者の授業料は、市長が定める期日までに納付しなければならな

い。 

４ 第１項の規定にかかわらず、生徒が高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律

第１８号。以下｢法｣という。）第４条の規定により高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」と

いう。）の受給資格の認定を申請し、又は法第１７条の規定により保護者等の収入の状況に関する

事項を届け出たときは、その結果についての通知を受けるまでの間、当該生徒に係る授業料の徴収

を猶予することができる。この場合において、就学支援金を受給できない旨の通知を受けた生徒は、

市長が定める期日までに当該猶予を受けた授業料を納付しなければならない。 

第８条を削り、第９条を第８条とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の年度の授業料について適用し、施行日前の年度の授業

料については、なお従前の例による。 

 

 

 

告示第２２号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年３月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成２９年７月３日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２８年１２月１日から平成２８年１２月３１日までの間 

 

告示第２３号 

平成２９年３月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２９年３月１６日 

告 示 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計予算 

２ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

４ 平成２９年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

５ 平成２９年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

６ 平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

７ 平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

８ 平成２９年度大和高田市水道事業会計予算 

９ 平成２９年度大和高田市下水道事業会計予算 

１０ 平成２９年度大和高田市病院事業会計予算 

１１ 平成２８年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

１２ 平成２８年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１３ 平成２８年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

１４ 平成２８年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１５ 平成２８年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

１６ 平成２８年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号） 

平成２９年度大和高田市一般会計予算 

平成２９年度大和高田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，５００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ４，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第２表　債務負担行為

期 間 限 度 額

大和高田市土地開発公社の金融
機関からの融資に対する債務保
証

平成２９年度以降事
業満了まで

借入金10,000,000千円と
これに対する利子の合計
額

公共建物清掃業務
平成３１年５月末
まで

４０，０５５千円

本庁舎宿直業務
平成３１年５月末
まで

１５，４２４千円

市民交流センター総合管理等業
務

平成３２年６月末
まで

９５，５０３千円

教育用パソコン等借上料（高等
学校）

平成３４年８月末
まで

４５，６８２千円

文化会館総合管理等業務
平成３２年６月末
まで

１１５，３８４千円

事 項
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

（ 借 入 方
法 ）

3.0 以内

交 通 安 全 対 策 事 業 7,200 

保 育 所 整 備 事 業 9,300 〃 〃 〃

保健センター整備事業 29,200 〃 〃 〃

清 掃 運 搬 施 設 等
整 備 事 業

19,500 〃 〃 〃

一般廃棄物処理事業
（ ご み 処 理 施 設 ）

63,100 〃 〃 〃

耕 地 事 業 7,900 〃 〃 〃

河 川 応 急 対 策 事 業 4,100 〃 〃 〃

借 換 債
（本郷大中線街路事業）

400 〃 〃 〃

借 換 債
（ 大 和 高 田 当 麻 線 街 路事

業 ）

1,300 〃 〃 〃

借 換 債
（ 耕 地 事 業 ）

300 〃 〃 〃

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

  政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政の都
合により据置期間及び
償還期間を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

普通貸借又
は証券発行
の方法によ
る。

(ただし、利率見
直し方式で借入
れる場合につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率)
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

（ 借 入 方
法 ）

3.0 以内

14,100 

道 路 整 備 事 業 7,200 〃 〃 〃

河 川 改 良 事 業 39,600 〃 〃 〃

本郷大中線街路事業 50,200 〃 〃 〃

大 和 高 田 当 麻 線
街 路 事 業

53,300 〃 〃 〃

総 合 公 園 整 備 事 業 4,500 〃 〃 〃

緑 化 公 園 整 備 事 業 13,500 〃 〃 〃

借 換 債
（総合公園整備事業）

2,900 〃 〃 〃

市 営 住 宅 整 備 事 業 19,300 〃 〃 〃

借 換 債
（ 市 営 住 宅 整 備 事 業）

600 〃 〃 〃

(ただし、利率見
直し方式で借入
れる場合につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率)

  政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政の都
合により据置期間及び
償還期間を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

普通貸借又
は証券発行
の方法によ
る。

橋 り ょ う 整 備 事 業

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

（ 借 入 方
法 ）

3.0 以内

7,500 

中 学 校 体 育 館
増 改 築 事 業

7,600 〃 〃 〃

高 等 学 校 大 規 模
改 造 事 業

24,000 〃 〃 〃

臨 時 財 政 対 策 債 872,000 〃 〃 〃

借 換 債
（臨時財政対策債）

151,900 〃 〃 〃

計 1,410,500 

(ただし、利率見
直し方式で借入
れる場合につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利率)

  政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　ただし、市財政の都
合により据置期間及び
償還期間を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

普通貸借又
は証券発行
の方法によ
る。

中学校大規模改造事業

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

 
平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，６３２，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 第２款保険給付費に計上した各項（審査費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３０，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １０，０００千円と定める。 
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第２表　債務負担行為

期 間 限 度 額

受付・料金計算業務委託料
平成３２年３月末
まで

１３，７８１千円

事 項

 
   平成２９年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ３５０，０００千円と定める。 
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平成２９年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ３６０，０００千円と定める。 
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平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，３２３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ３５０，０００千円と定める。 
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第２表　債務負担行為

期 間 限 度 額

介護認定支援システム機器借上
料

平成３４年９月末
まで

４，５０５千円

事 項

 
平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

平成２９年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６５，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １００，０００千円と定める。 
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告示第２４号 

 平成２８年度国民健康保険税第５期及び第６期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を
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受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年３月１７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

第５期 平成２８年１２月２１日 

第６期 平成２９年１月２６日  

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２５号 

 平成２８年度市県民税第４期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年３月１７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年１月３０日  

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２６号 

差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年３月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

  平成２９年３月２７日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２７号 
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市道路線認定に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１５３０ 高５３０号線 
中三倉堂二丁目６９５番２先 

 
中三倉堂二丁目６９３番１４先 

３１６１ 陵１６１号線 
大字市場７５５番１１先 

 
大字市場７５９番１先 

４１２４ 天１２４号線 
大字奥田４６８番１３先 

 
大字奥田４６８番１７先 

４１２５ 天１２５号線 
大字出地内葛城川右岸河川堤防先 

 
大字勝目地内葛城川右岸河川堤防先 

４１２６ 天１２６号線 
大字出１４１番先 

 
大字出１３６番先 

４１２７ 天１２７号線 
大字出３１１番先 

 
大字出３１９番先 

 

告示第２８号 

市道の区域の決定及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

  平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

備 

考 

高５３０号線 
中三倉堂二丁目６９５番２先から 

中三倉堂二丁目６９３番１４先まで 
６．０～８．０ ６８．９  

陵１６１号線 
大字市場７５５番１１先から 

大字市場７５９番１先まで 
６．１～８．２ ６０．３  

天１２４号線 
大字奥田４６８番１３先から 

大字奥田４６８番１７先まで 
６．０～８．０ ３８．７  

天１２５号線 
大字出地内葛城川右岸河川堤防先から 

大字勝目地内葛城川右岸河川堤防先まで 
２．３～５．９ １８３．２  

天１２６号線 
大字出１４１番先から 

大字出１３６番先まで 
１．６～３．５ ９７．３  

天１２７号線 
大字出３１１番先から 

大字出３１９番先まで 
２．２～２．８ ８４．４  

３．供用開始の期日 平成２９年３月２８日 

 

告示第２９号 

市道路線廃止に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を廃止する。 
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 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路線番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１１３２ 高１３２号線 
大字今里川合方９８番１先 

 
大字松塚地内葛城川右岸堤防敷地先 

４０１０ 天１０号線 
大字出３１１番先 

 
大字出１３６番先 

４０１１ 天１１号線 
大字出３１５番１先 

 
大字出３１２番１先 

３０６４ 陵６４号線 
大字野口１８番１先 

 
大字野口２番３先 

 

告示第３０号 

市道路線変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 旧新別 路 線 名 起 点 終 点 
重要な 

経過地 

１２０９ 

旧 

高２０９号線 

大和高田市甘田町６８８番１先 

大和高田市中三倉堂二丁目７９１番先 
 

新 
大和高田市甘田町６８８番９先 

大和高田市甘田町６６３番６先 

４００２ 

旧 

天２号線 

大和高田市大字勝目１２５番１先 

大和高田市大字秋吉１６２番先 
 

新 
大和高田市大字出１６４番１先 

大和高田市大字秋吉１６２番先 

 

告示第３１号 

市道の区域の変更に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域の変更を次のよ

うに決定する。 

その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 変更の区間 

変更前の 

幅員（ｍ） 

変更前の 

延長（ｍ） 

変更後の 

幅員（ｍ） 

変更後の 

延長（ｍ） 

高２０９号線 
大和高田市甘田町６８８番１先から 

大和高田市中三倉堂二丁目７９１番先まで 

０．５～４．０ ２９１．３ 

２．０～４．２ ２４３．１ 

天２号線 
大和高田市大字勝目１２５番１先から 

大和高田市大字秋吉１６２番先まで 

２．５～７．７ １３４７．１ 

３．５～７．７ ７８８．４ 

 

告示第３２号 
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供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

高２０９号線 
大和高田市甘田町６８８番９先から 

大和高田市甘田町６６３番６先まで 
平成２９年３月２８日 

天２号線 
大和高田市大字出１６４番１先から 

大和高田市大字秋吉１６２番先まで 
平成２９年３月２８日 

 

告示第３３号 

市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 

その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１月間一般の縦覧に供する。 

平成２９年３月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高２３号線 
神楽二丁目３９３番２先から 

神楽二丁目３８１番１２先まで 

前 
２．２～ 

３．４ 
３０．９ 

面積増 

後 
４．５～ 

４．９ 
３０．９ 

高２５号線 
神楽二丁目３８２番先から 

神楽二丁目３８１番１番先まで 

前 
２．０～ 

２．８ 
８２．６ 

〃 

後 
４．４～ 

５．２ 
８１．６ 

高２８号線 
日之出東本町１２７５番１１先から 

神楽三丁目３５０番１先まで 

前 
３．５～ 

５．６ 
１０７．９ 

面積減 

後 
３．６～ 

４．４ 
１０７．９ 

高６０号線 
大字松塚４９３番先から 

大字松塚５１３番先まで 

前 
４．２～ 

４．３ 
１４１．０ 

面積増 

後 
４．７～ 

４．８ 
１４１．０ 

高６６号線 
三和町３２２番３先から 

三和町３２８番１先まで 

前 
６．４～ 

７．７ 
２１．７ 

〃 

後 
６．１～ 

１２．０ 
２１．７ 

高１０８号線 
本郷町３２１番２先から 

本郷町３２４番９先まで 

前 
６．９～ 

１３．４ 
８５．９ 

〃 

後 
１２．０～ 

１３．８ 
８２．０ 

高１１２号線 
本郷町３２１番２先から 

本郷町３１３番９先まで 

前 
４．８～ 

５．３ 
１９．１ 

面積増 

後 ５．３～ １７．０ 
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１０．１ 

高１８４号線 
甘田町６６１番８先から 

甘田町６５６番５９先まで 

前 
４．９～ 

５．０ 
１０．２ 

面積減 

後 
４．０～ 

４．０ 
１０．２ 

高１８５号線 
本郷町２３５番２先から 

本郷町３２４番９先まで 

前 
４．１～ 

９．０ 
２６．３ 

面積増 

後 
４．１～ 

９．３ 
２６．３ 

高２０１号線 
中三倉堂一丁目５８７番先から 
中三倉堂二丁目６６３番２先まで 

前 
３．１～ 

３．６ 
８２．６ 

〃 

後 
３．８～ 

４．１ 
８２．６ 

高２０４号線 
蔵之宮町２０４番１先から 

蔵之宮町２１４番７先まで 

前 
２．２～ 

３．３ 
７７．７ 

〃 

後 
２．８～ 

３．８ 
７７．７ 

高２１８号線 
大字田井１６７番５先から 

大字田井１１７番１先まで 

前 
５．１～ 

５．４ 
７２．５ 

〃 

後 
６．１～ 

６．２ 
７２．５ 

高２２７号線 
曽大根一丁目２９番１７先から 

曽大根一丁目３１番先まで 

前 
５．０～ 

５．２ 
１６０．７ 

面積増 

後 
５．９～ 

６．３ 
１６０．７ 

高２３９号線 
大字曽大根１５６番１先から 

大字曽大根１５８番２先まで 

前 
７．５～ 

８．３ 
３６．３ 

〃 

後 
９．０～ 

１１．１ 
３６．３ 

高２４３号線 
幸町３番２先から 

高砂町１４４番１先まで 

前 
１１．３～ 

１７．１ 
１２９．０ 

面積減 

後 
９．１～ 

９．７ 
１２９．０ 

高２４７号線 
高砂町１６７番１先から 

高砂町１６８番１先まで 

前 
５．４～ 

５．４ 
１１５．４ 

〃 

後 
４．５～ 

４．５ 
１１５．４ 

高４３１号線 
中三倉堂二丁目６９５番２先から 

田井新町３３８番２先まで 

前 
４．７～ 

５．３ 
２４．５ 

面積増 

後 
５．１～ 

５．８ 
２４．５ 

陵１号線 
大字大谷２９９番２先から 

大字大谷３１６番先まで 

前 
４．４～ 

４．４ 
３８．６ 

〃 

後 
４．４～ 

４．６ 
３８．６ 

陵７号線 
大字大谷２７４番先から 

大字大谷２２９番先まで 

前 
４．１～ 

４．７ 
４７．６ 

〃 

後 
４．３～ 

４．９ 
４７．６ 

陵１０号線 
大字大谷２３０番先から 

大字大谷２７４番先まで 
前 

２．０～ 

２．１ 
３２．９ 〃 
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後 
４．０～ 

４．０ 
３２．９ 

陵２７号線 
大字池田１１２番１先から 

大字池田２１５番１先まで 

前 
４．２～ 

１１．５ 
４．１ 

面積増 

後 
５．２～ 

１２．６ 
４．１ 

陵６０号線 
大字池田１１８番１先から 

大字池田１１２番１先まで 

前 
６．０～ 

６．０ 
９．０ 

〃 

後 
７．１～ 

７．１ 
９．０ 

陵７９号線 
大字市場５１１番２先から 

大字市場５０４番６先まで 

前 
４．２～ 

５．６ 
１１７．４ 

〃 

後 
４．８～ 

６．５ 
１１７．４ 

陵８５号線 
大字市場７５５番１１先から 

大字市場７４５番先まで 

前 
４．４～ 

４．４ 
１９．４ 

〃 

後 
４．６～ 

４．９ 
１９．４ 

陵９３号線 
大字大谷７５８番１１先から 

大字大谷７５８番６２先まで 

前 
１６．２～ 

２４．８ 
１１．１ 

面積減 

後 
１６．２～ 

２０．６ 
７．６ 

天２０号線 
大字秋吉１９４番先から 

大字西坊城３１５番３先まで 

前 
２．７～ 

４．１ 
１５１．２ 

面積増 

後 
３．２～ 

４．２ 
１５１．２ 

天２９号線 
大字秋吉７２番１先から 

大字秋吉７３番４先まで 

前 
３．６～ 

３．６ 
４９．５ 

〃 

後 
４．２～ 

４．２ 
４９．５ 

天５６号線 
大字吉井８０番３先から 

大字吉井１１８番１先まで 

前 
４．０～ 

４．１ 
２２０．３ 

〃 

後 
４．７～ 

５．１ 
２２０．３ 

天６９号線 
大字奥田４１番３先から 

大字奥田４８７番１先まで 

前 
４．８～ 

５．０ 
３８．７ 

〃 

後 
５．０～ 

５．１ 
３８．７ 

天６９号線 
大字吉井１１８番１先から 

大字吉井１３１番１先まで 

前 
３．２～ 

３．２ 
１１．０ 

〃 

後 
４．１～ 

４．１ 
１１．０ 

３．供用開始の期日 平成２９年３月２８日 

 

告示第３８号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、本市における平成２９年

度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間を次のとおり

告示します。 

平成２９年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１．縦覧場所  大和高田市役所税務課 

２．縦覧期間  平成２９年４月１日から平成２９年５月１日までの午前８時３０分から午後５時１

５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く。 

 

告示第５８号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、本市における平成２９年

度固定資産の価格等の全てを固定資産税課税台帳に登録しましたので、同条第２項の規定により告示

します。 

平成２９年４月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

 

 

公告第６号の２ 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

 平成２９年３月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第７号 

大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

 平成２９年３月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－９５ 

 

 

 

 

教育委員会告示第６号 

 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２９年３月１５日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２９年３月１７日（金）午後３時 

場 所 大和高田市役所別棟２階教育長室 

議 案 第１号 教職員人事について 

第２号 その他 

 

教育委員会告示第７号 

公 告 

教育委員会 
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 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２９年３月２４日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２９年３月２８日（火）午前９時 

場 所 大和高田市役所別棟２階教育長室 

議 案 第１号 市職員人事について 

第２号 その他 

 

 

 

 

農業委員会告示第３号 

 大和高田市農業委員会４月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年３月２７日 

大和高田市農業委員会      

会長 松 田 榮 義   

日 時  平成２９年４月７日（金）午後３時 

場 所  市役所３階東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画に

ついて 

第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条による農用地利用配分計画

について 

第７号 その他 

 

 

 

水道事業告示第７号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、上下水道料金等の収

納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の

４第１項の規定により告示します 

平成２９年４月１日 

上下水道事業管理者        

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１． 受託者の氏名 

・株式会社 タカダ 奈良営業所 

・弁護士法人 舘野法律事務所 

  ２・委任期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

農業委員会 

公営企業 


